
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月２５日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

除毛用機器（サージカルクリッパー）

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　病院等において、手術や処置前の患者の除毛に使用する機器である。
　

○構造、仕様、意匠
　構造は電気バリカンと類似している。
　充電式であるが、充電中は作動せず、充電用電源コードを取り外したとき作動
する。
　　定格：１００Ｖ、６０ｍＡ、５０／６０Ｈｚ

○ 主な使用者、販売先
医療従事者。

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気バリカン」として
取り扱う。

（理由）
　医療従事者向けのものではあるが、構造上一般の電気バリカンと類似し、汎用性
があることから、「電気バリカン」として取り扱うのが妥当と判断する。


